
           

精神障がい者 

家族教室 
精神障がい者を支えるご家族のための研修会です 
家族教室は、こころの病気を抱える方のご家族が共に学び、語り合う場です。 
こころの病気を抱えるご本人との接し方や関わり方について悩んでいませんか？ 
悩んでいることや周りにはなかなか相談できないことを、話してみませんか？ 

日時 

講演 

情報交換 

令和３年1月21日 
13:30～15:30 

成年後見制度と親亡き後に備える 

支える家族の心の保ち方 
講師：弁護士 仲野純一氏 （仲野法律事務所） 

講師：看護師 三原美雪氏 

お申込みお問い合わせ 

庄内保健所地域保健福祉課 精神保健福祉担当
TEL （0235)66-4931 

東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 

(木) 

ご家族同士の情報交換（フリートーク） 

庄内保健所 
主催 

◆会場    庄内総合支庁 講堂 （庄内総合支庁4階） 
             東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 
◆申込み     電話または裏面FAX申込書でお申し込み下さい 
                 講演のみの参加も可能です 
◆締め切り  令和３年1月14日（木） 
◆新型コロナ対策として   
         参加される方はマスクの着用・自宅での検温をお願いします。 
         体調がすぐれない方は参加をお控えください。 

         流行状況によっては止むを得ず中止する場合がございます。 
 

対象 
精神障がい（統合失調症・うつ病・双極性障害 など）の方 
を支えるご家族 
知的障がいや発達障がいの方のご家族で講演内容に興味のある方もお申し込みいただけます。
お問い合わせください。 

定員 

２５ 
名様 

参加費無料 



下記内容で申し込みます。 申込日    月   日 

電話     -         - FAX         -         - 

参加者氏名（ふりがな） 

（例：庄内 太郎（しょうない たろう）） 

本人との続柄 

（例：父） 

本人の診断名 

（記入は任意） 

      

      

庄内総合支庁（庄内保健所） 
までの交通案内 

 

１ ＪＲ鶴岡駅から 
     酒田駅方面行きバス 
      約２０分  
２ ＪＲ酒田駅から 
     鶴岡駅(庄交モール)方面 行きバス         
   約３５分  
3 自動車は周辺案内図を 

  参照ください。 

 

 
庄内保健所 地域保健福祉課 精神保健福祉担当 行き 

  

 
※添書不要（この用紙のみファックス送信してください） 

 

 
＜庄内総合支庁 周辺案内図＞ 


